
卒業の認定に関する方針 

 

学校で定めた履修時間に満たない場合は、必ず補講を受け履修時間を満たす。 

成績考査の認定について、前期、後期と試験を行い、学科と実技共に 60 点以上を合格とする。

合格点に満たない者は、合格点を取れるまで追試験を行う。 

教育課程の修了及び卒業は、各学期末に行う試験に合格した者について、平素の成績及び性行

を斟酌して認める。 

出席率 80％以上を原則とするが、特別な理由のあるものについては校長判断とする。 

・卒業認定会議を行い、出席率が 100％であること 

・成績評価は１教科 100 点満点とし 60 点以上であることを確認した上で認定をする 


